
憲 法 

（ 100 点）  
 

第１ 問  

 

Ｘ は ド キ ュメ ン タ リ ー映 画 の 制作 者 で あ り、 こ れ まで 様 々 な 社会 問題

に 関 す る ドキ ュ メ ン タリ ー 映 画を 制 作 し 、あ る ド キュ メ ン タ リー 映 画祭

で 賞 を 受 けた 実 績 も 有す る 。  

Ｙ 県 で は 、全 国 的 な 注目 を 集 め、 賛 否 の 分か れ て いる 社 会 問 題が 生じ

て お り 、 Ｘは 、 そ れ に関 す る ドキ ュ メ ン タリ ー 映 画を 制 作 し てい る 。そ

の 過 程 で 、Ｘ は 、 こ の問 題 に 重要 な 影 響 のあ る 条 例の 審 議 ・ 採決 が 行わ

れ る こ と を知 り 、 そ の場 面 を 映画 に 取 り 入れ る た め、 県 議 会 本会 議 を傍

聴 し 、 掌 に収 ま る 小 型カ メ ラ でビ デ オ 撮 影を す る こと を 考 え 、Ｙ 県 議会

傍 聴 規 則 15 条（ 以 下「 本 件 規則 」と い う）に 基 づき 、同 議 会議 長 Ａ 宛て

に 撮 影 許 可申 請 書 を 提出 し た とこ ろ 、 不 許可 （ 以 下「 本 件 不 許可 」 とい

う ） と さ れ、 傍 聴 は した も の の撮 影 す る こと が で きな か っ た 。  

Ｙ 県 は 、 本件 規 則 の 一般 的 な 目的 は 、 議 事妨 害 へ の対 処 、 発 言取 消命

令 が あ っ た場 合 の 対 処（ そ の 場合 、 会 議 録や 会 議 中継 録 画 か らは そ の部

分 が 削 除 され る が 、 傍聴 人 が 撮影 し た 動 画に は そ うし た 対 応 がで き ず削

除 部 分 が 流布 す る こ とに な る）、撮影 機 材 が議 場 に 投下 さ れ る 危険 性 への

対 処 、 他 の傍 聴 人 の 肖像 権 ・ プラ イ バ シ ー権 の 侵 害防 止 、 無 条件 で 撮影

を 認 め た 場合 に は 撮 影者 の 人 数や 撮 影 方 法に よ っ ては 審 議 ・ 採決 に 対す

る 一 種 の 圧力 と な り うる こ と の防 止 、 な どで あ る と主 張 し て いる 。 本件

に 関 し て は、 特 に 、 賛否 の 分 かれ る テ ー マが 映 画 の撮 影 対 象 とな る こと

に よ り 冷 静な 議 論 環 境に 対 し て悪 影 響 を 与え る こ とが 懸 念 さ れる と 主張

し て い る 。  

な お 、 地 方自 治 法 115 条 に より 県 議 会 の本 会 議 は公 開 と さ れ、 イ ンタ

ー ネ ッ ト 中継 も さ れ てお り 、 録画 視 聴 も 可能 で あ る。 ま た 、 議長 は 議場

の 秩 序 保 持権 を 有 し てい る （ 同法 104 条 、 129 条 、 130 条）。 さら に 、県

政 記 者 ク ラブ に 加 盟 する 報 道 機関 （ テ レ ビ局 や 全 国紙 ・ 地 方 紙） は 、 慣

例 に よ り 、 事 前 の 許 可な く 撮 影を 認 め ら れて お り （包 括 的 な 許可 が 与え



ら れ て い ると 理 解 さ れる ）、上 記の 条 例 の 審議・採 決 場 面 も撮 影し て い た。 

Ｘ は 、 本 件規 則 が 撮 影を 事 前 許可 制 と し てい る こ と自 体 に 憲 法上 の問

題 が あ り 、ま た 、 仮 に許 可 制 が許 さ れ る とし て も 本件 不 許 可 は違 憲 であ

る と 考 え てい る。こ れら の 論 点に つ い て 論じ な さ い。なお 、憲法 14 条 と

の 関 係 に つい て は 論 じな く て よい 。  

 

【 参 照 条 文】  

○Ｙ 県 議 会傍 聴 規 則 （抄 ）  

第 15 条  傍 聴 人は 、傍聴 席 に おい て 写 真 、映 画 等 を撮 影 し 、録音 し 、又

は 情 報 通 信機 器 類 を 使用 し て はな ら な い 。た だ し 、特 に 議 長 の許 可を

得 た 場 合 は、 こ の 限 りで な い 。  

 

  



第２ 問  

政 党 助 成 法に 基 づ い て政 党 交 付金 の 交 付 を受 け る ため に は 、 政党 交付

金 の 交 付 を受 け る 政 党等 に 対 する 法 人 格 の付 与 に 関す る 法 律 （以 下 「法

人 格 付 与 法」 と い う ）４ 条 １ 項の 規 定 に よる 法 人 でな け れ ば なら な い。  

 国 会 に おい て 、 政 党交 付 金 の交 付 を 受 ける 政 党 の組 織 及 び 運営 を 民主

的 か つ 公 正な も の と する こ と を目 的 と し て、 法 人 格付 与 法 を 改正 し 、政

党 が 法 人 格付 与 法 ４ 条１ 項 の 規定 に よ る 法人 に な るた め に は 、そ の 党則

等に お い て代 表 権 を 有す る 者 の選 出 手 続 を定 め る こと 、 お よ びそ の 選出

手 続 は 党 員の 選 挙 に よる こ と を求 め る べ きか 否 か が審 議 さ れ てい る とす

る。  

 こ の よ うな 法 律 改 正に 関 す る憲 法 上 の 問題 に つ いて 論 じ な さい 。  

 

【 参 照 条 文】  

〇 政 党 交 付金 の 交 付 を受 け る 政党 等 に 対 する 法 人 格の 付 与 に 関す る 法律

（ 平 成 ６ 年法 律 106 号）（ 抄）  

   （ 略）  

（ 法 人 格 の取 得 等 ）  

第４ 条  中央 選 挙 管 理会 の 確 認を 受 け た 政党 は 、 その 主 た る 事務 所 の所

在 地 に お いて 登 記 す るこ と に より 、 法 人 とな る 。  

２  こ の 法律 の 規 定 によ り 登 記し な け れ ばな ら な い事 項 は 、 登記 の 後で

な け れ ば 、こ れ を も って 第 三 者に 対 抗 す るこ と が でき な い 。  

（ 確 認 ）  

第５ 条  政党 は 、 次 に掲 げ る 事項 を 中 央 選挙 管 理 会に 届 け 出 て、 中 央選

挙 管 理 会 の確 認 を 受 ける こ と がで き る 。  

一  名 称  

二  目 的  

三  主 たる 事 務 所の 所在 地  

四  代 表権 を 有 する 者の 氏 名 及び 住 所  

   （ 略）  

２  政 党 は、 前 項 各 号に 掲 げ る事 項 を 届 け出 る 場 合に は 、 次 に掲 げ る文

書 を 併 せ て提 出 し な けれ ば な らな い 。  



一  綱 領そ の 他 の当 該政 党 の 目的 、 基 本 政策 等 を 記載 し た 文 書  

二  党 則 、規 約 そ の 他の 当 該 政党 の 組 織 、管 理運 営 等に 関 す る事 項 を記

載 し た 文 書（ 以 下 「 党則 等 」 とい う 。）  

   （ 略）  

（ 代 表 権 を有 す る 者 ）  

第９ 条  法 人 で ある 政党 等 に は、１ 人又 は数 人 の 代表 権 を 有 する 者 を 置か

な け れ ば なら な い 。  

（ 法 人 で ある 政 党 等 の代 表 ）  

第 ９ 条 の ２  代 表権 を有 す る 者は 、法人 であ る 政 党等 の す べ ての 事 務 につ

い て 、 法 人で あ る 政 党等 を 代 表す る 。 た だし 、 党 則等 の 規 定 に違 反し

て は な ら ない 。  

（略 ）  

 


